
御
所
伝
受
に
お
い
て
は
、
古
今
伝
受
終
了
後
に
和
歌
を
奉
納
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
。
和
歌
両
神
へ
の
奉
納
和
歌
に
つ
い
て
は
、
鶴
崎
裕
雄
・
神
道
宗
紀
両

氏
を
中
心
に
し
て
翻
刻
・
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
和
歌
両
神
と
い
え
ば
住
吉
大

社
と
玉
津
嶋
神
社
で
あ
る
が
、
神
道
氏
は
、
柿
本
社
に
奉
納
さ
れ
た
和
歌
を
翻
刻

紹
介
さ
れ
、
七
回
行
わ
れ
た
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
の
う
ち
、
最
初
の
二
回
は
和

歌
両
神
に
の
み
奉
納
さ
れ
、
柿
本
社
に
は
奉
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

｢

腑
に
落

ち
な
い｣

と
し
て
、
柿
本
社
へ
の
奉
納
和
歌
に
つ
い
て
考
証
さ
れ
た

(

１)

。
そ
れ
で
は
、

柿
本
社
は
、
古
く
か
ら
住
吉
大
社
・
玉
津
嶋
神
社
と
同
様
に
、
和
歌
の
神
様
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
柿
本
社
と
和
歌
両
神
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た

い
。

一

古
今
伝
受
の
誓
状

古
今
伝
受
は
中
世
歌
学
に
お
け
る
最
奥
の
秘
伝
で
あ
っ
た
か
ら
、
古
今
伝
受
を

受
け
る
門
弟
は
、
古
今
伝
受
の
講
釈
が
開
始
さ
れ
る
前
に
、
教
わ
っ
た
師
説
を
他

に
口
外
し
な
い
こ
と
を
誓
う
誓
状
を
提
出
し
た
。
こ
の
誓
状
に
は
、
誓
う
べ
き
神
々

の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
三
条
西
実
隆
な
ど
が
提
出
し
た
古
今
伝
受
の

誓
状
を
検
討
し
た
い
。

○

三
条
西
実
隆
が
宗
祇
に
提
出
し
た
誓
状

(

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵

『

古
今
相

伝
人
数
分
量』)

古
今
集
事
、
伝
受
説
々
更
以
不
可
有
聊
爾
候
儀
、
此
旨
私
曲
候
者
可
背

両
神
天
神
之
冥
助
者
也
。
仍
誓
文
如
件

文
明
十
九

(1487)

年
四
月
十
八
日

○

細
川
幽
斎
が
三
条
西
実
枝

(

三
光
院)

に
提
出
し
た
誓
状

(

宮
内
庁
書
陵
部

蔵)古
今
集
御
伝
受
之
事
、
二
条
家
正
嫡
流
為
御
門
弟
請
御
説
之
上
者
、
永
如
親

子
不
可
存
疎
意
候
、
於
義
理
口
伝
故
実
、
他
言
口
外
之
儀
、
曾
以
不
可
在
之

候
、
又
与
他
流
令
混
乱
、
是
非
之
褒
貶
禁
制
之
段
、
如
道
之
法
度
其
旨
候
、

将
又
御
伝
受
之
後
、
不
蒙
免
許
者
、
聞
道
説
道
之
義
、
努
々
不
可
有
聊
爾
候
、

若
此
条
々
令
違
背
者
、
大
日
本
国
中
神
、
祖
神
并
天
満
天
神
、
梵
釈
、
四
王
、
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殊
和
歌
両
神
之
冥
罰
忽
其
身
上
ニ
可
罷
蒙
者
也
、
仍
誓
状
如
件

元
亀
三

(1572)

年
十
二
月
六
日

※
後
水
尾
天
皇
と
同
時
に
古
今
伝
受
を
受
け
た
阿
野
実
顕
が
智
仁
親
王
に
提
出
し

た
誓
状
と
、
後
西
院
と
同
時
に
古
今
伝
受
を
受
け
た
日
野
弘
資
が
後
水
尾
院
に
提

出
し
た
誓
状
が
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
わ
る
が
、
い
ず
れ
も
同
文
で
あ
る
。

○

三
条
西
公
国
が
細
川
幽
斎
に
提
出
し
た
誓
状

(

宮
内
庁
書
陵
部
蔵)

古
今
集
事
、
伝
受
之
説
、
三
光
院
被
申
置
候
以
筋
目
、
更
不
可
有
聊
爾
之
近
、

此
旨
私
曲
候
者
、
可
背

両
神
天
神
冥
如
者
也
、
仍
誓
文
如
件

天
正
七

(1579)

年
六
月
十
七
日

こ
れ
ら
の
誓
状
を
見
る
と
、
古
今
伝
受
を
受
け
る
門
弟
は
、
秘
説
を
漏
ら
さ
な

い
こ
と
を｢

和
歌
両
神｣

を
は
じ
め
と
す
る
神
々
に
誓
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

和
歌
両
神
と
い
え
ば
、
住
吉
大
社
と
玉
津
嶋
神
社
で
あ
る
。
細
川
幽
斎
が
三
条
西

実
枝
に
提
出
し
た
誓
状
に
も

｢

殊
和
歌
両
神｣

と
あ
る
。
こ
の
誓
状
は
御
所
伝
受

に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
た
か
ら
、
少
な
く
と
も
誓
状
が
伝
わ
る
後
水
尾
院
か
ら
後

西
院
へ
の
古
今
伝
受
ま
で
は
、
古
今
伝
受
は

｢

和
歌
両
神｣

に
誓
う
こ
と
に
よ
っ

て
相
伝
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二

柿
本
人
麻
呂
像

神
道
氏
は
柿
本
人
麻
呂
像
を
か
け
て
古
今
伝
受
が
相
伝
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
、
人
麻
呂
が
歌
神
と
し
て
尊
崇
さ
れ
る
過
程
を
考
証
さ
れ
た
。
氏
は

『

細
川
家

の
至
宝
―
珠
玉
の
永
青
文
庫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン』

(

平
成
二
十
二
〜
二
十
四
年
、
東

京
国
立
博
物
館
・
京
都
国
立
博
物
館
。
九
州
国
立
博
物
館)

の
図
録
に
あ
る

｢

後

水
尾
院
よ
り
飛
鳥
井
一
位
雅
章
卿
へ
古
今
御
伝
受
之
時
神
壇
の
図
な
り

依
懇
望

令
写
之
畢｣

と
記
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
〈
古
今
伝
受
の
図
〉
の
写
真
に
人
丸
像
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

こ
の
図
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
図
の
上
半
分
に
描
か
れ
た
祭
壇
に
、

｢

信
実
筆｣

(

注
略)

と
注
記
さ
れ
た
柿
本
人
麻
呂
の
御
影
が
掛
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
連
歌
会
の
折
に
会
場
の
床
の
間
な
ど
に
祭
壇
を

設
え
て
菅
原
道
真
公
の
御
影
を
掛
け
る
の
と
同
じ
意
図
で
あ
ろ
う

(

注
略)

。

す
な
わ
ち
、
江
戸
時
代
前
期
の
堂
上
歌
人
た
ち
は
、
人
麻
呂
が
歌
神
で
あ

り
、
古
今
伝
受
の
一
連
の
儀
式
に
は
必
須
の
神
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
〈
第
一
節
〉
表
中
①
②
の
古
今
伝
受

後
法
楽
五
十
首
が
、
柿
本
人
麻
呂
に
は
奉
納
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
の
ご
と
く
、
彼
ら
は
人
麻
呂
は
歌
神
で
あ
る
こ
と
は
確
か
に
承
知
し

て
い
た
。
そ
し
て
、
室
町
時
代
後
期
の
歌
人
三
条
西
実
隆
が
和
歌
の
上
達
を

人
麻
呂
の
御
影
の
前
で
願
っ
た
よ
う
に
、
彼
ら
も
ま
た
個
人
的
に
は
上
達
を

願
っ
て
詠
歌
し
、
人
麻
呂
に
和
歌
を
捧
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
神
社
へ
の
奉

納
と
い
う
段
に
な
る
と
、
人
麻
呂
を
祀
る
何
処
の
社
に
奉
納
し
た
ら
よ
い
の

か
図
り
兼
ね
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

古
今
伝
受
の
際
に
人
麻
呂
像
を
か
け
た
こ
と
は
、
三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎

へ
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
古
今
伝
受
の
様
子
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を
記
し
た

『

古
今
伝
受
座
敷
模
樣』

と
す
る
一
通
が
、
智
仁
親
王
に
よ
り
書
写
さ

れ
て
、
儀
式
に
使
用
さ
れ
た
布
・
錦
と
と
も
に
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
わ
る
。
同
書

に
よ
る
と
切
紙
の
伝
受
は
天
正
二
年
六
月
十
七
・
十
八
日
に
細
川
氏
伝
来
の
勝
龍

寺
城
で
行
わ
れ
た
。
東
面
に
は
隆
信
筆
の
人
丸
像
を
か
け
、
正
面
に
机
を
置
い
た

と
い
う
。
こ
う
し
た
儀
式
は
、｢

幽
斎
伝
受
之
時
、
神
道
・
儒
道
な
ど
の
具
を
借

用
て
せ
ら
れ
し｣
と
、
三
条
西
実
枝
の
孫
、
三
条
西
実
条
が
中
院
通
茂
に
語
っ
て

い
る

(

２)

。一

伝
受
之
法
、
人
丸
之
前
・
玉
・
太
刀
な
と
そ
な
へ
ら
れ
る
へ
し
。
法
皇

な
と
机
の
大
キ
サ
マ
テ
、
何
ほ
と
ゝ
一
度
ノ
事
例
に
な
る
也
。
是
毎
度
非
如

此
之
事
。
幽
斎
伝
受
之
時
、
神
道
・
儒
道
な
と
の
具
ヲ
借
用
て
せ
ら
れ
し
也
。

必
如
此
と
い
ふ
事
に
て
ハ
な
き
也

切
紙
伝
受
を

｢

神
道
・
儒
道
の
具
を
借
用｣

し
て
儀
式
に
し
た
の
は
、
三
条
西

実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
へ
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
が
後

水
尾
法
皇
が
伝
え
る
御
所
伝
受
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
と
い
う
。
す
る
と
、
古
今

伝
受
に
お
い
て
人
丸
像
を
か
け
る
こ
と
は
、
三
条
西
実
枝
が
始
め
て
、
そ
の
ま
ま

御
所
伝
受
に
お
い
て
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
へ

の
古
今
伝
受
に
お
い
て
は
、
古
今
伝
受
に
先
立
ち
、
受
け
継
い
だ
秘
説
を
心
し
て

継
承
す
る
こ
と
を

｢

和
歌
両
神｣

に
誓
う
誓
状
を
提
出
し
て
い
る
。
和
歌
両
神
に

対
し
て
は

｢

神｣

と
し
て
誓
状
を
提
出
し
、
柿
本
人
麻
呂
に
対
し
て
は

｢

歌
聖｣

と
し
て
そ
の
像
を
か
け
て
儀
式
を
行
う
。
こ
の
時
は
ま
だ
、
和
歌
両
神
と
柿
本
人

麻
呂
に
対
す
る
扱
い
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

玉
津
島
神
社
に
は
三
十
六
歌
仙
の
肖
像
と
和
歌
を
描
い
た

『

三
十
六
歌
仙
額』

が
あ
る

(

３)

。
そ
の
筆
頭
が
二
条
関
白
光
平
筆
の
柿
本
人
麿
で
あ
り
、
肖
像
画
と
と
も

に

｢

ほ
の
�
�
と
あ
か
し
の
浦
の
朝
霧
に
し
ま
か
く
れ
行
舟
を
し
そ
思
ふ｣

の
和

歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
歌
人
ま
た
は
歌
聖
と
し
て
そ
の
肖
像
が
和
歌
と
と
も
に
歌

神
に
揚
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
近
世
初
期
に
お
い
て
は

柿
本
人
麿
は
、
ま
だ
神
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三

人
麻
呂
千
年
忌
と
神
号
授
与

享
保
八
年
の
人
麻
呂
千
年
忌
に
、
明
石
播
磨
と
石
見
高
津
に
祀
る
柿
本
人
麻
呂

に
神
位
と
神
号
が
授
与
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
神
道
氏
は
、
こ
れ
以

後
の
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
に
お
い
て
、
和
歌
両
神
の
み
な
ら
ず
柿
本
社
に
も
古

今
伝
受
後
和
歌
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

｢

人
麻
呂
を
祀
る
何
処
の
社

に
奉
納
し
た
ら
よ
い
の
か
図
り
兼
ね
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る｣

と
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
は
、｢

和
歌
両
神｣

に
対

し
て
誓
状
を
提
出
し
、
切
紙
伝
受
の
儀
式
に
お
い
て
人
丸
像
を
か
け
る
、
と
、
両

者
に
対
す
る
対
応
は
異
な
っ
て
い
た
。
古
今
伝
受
全
体
に
つ
い
て
、
和
歌
両
神
に

誓
っ
て
継
承
す
る
一
方
で
、
人
丸
像
は
、
切
紙
伝
受
の
儀
式
に
お
い
て
、
洗
い
米

や
太
刀
な
ど
と
と
も
に
飾
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
古
今
伝
受
が

｢

和
歌
両
神｣

の
も

と
で
継
承
さ
れ
た
以
上
、
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
は
、
和
歌
両
神
に
の
み
奉
納
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
享
保
八
年
に
は
柿
本
社
に

｢

神
位
と
神
号｣

が
与
え
ら
れ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
、
柿
本
人
麻
呂
は
神
に
な
り
、
古
今
伝
受
後
に
は
和
歌
を
奉
納
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
に
す
で
に
神
で
あ
り
、
和
歌
三
神
と
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し
て
和
歌
両
神
に
並
ん
で
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
享
保
八
年
に

｢

神
位
と
神
号｣

を

与
え
ら
れ
る
こ
と
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
両
神
と
柿
本

社
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注

(

１)
｢

江
戸
時
代
前
期
に
お
け
る
歌
人
た
ち
の
人
麻
呂
意
識
ー
和
歌
三
神
奉
納
和
歌
か

ら
の
考
察｣

(『
歌
神
と
古
今
伝
受』

平
�

和
泉
書
院)

。

(

２)

京
都
大
学
蔵

『
古
今
伝
受
日
記』

。
引
用
は
海
野
圭
介
・
尾
崎
千
佳

｢

京
都
大
学

附
属
図
書
館
蔵
中
院
文
庫
本

『

古
今
伝
授
日
記』

解
題
・
翻
刻

(

一)

〜(

三)｣

(『

上
方
文
芸
研
究』

二
〜
四

2005
〜
2007)

に
よ
る
。

(

３)

住
吉
大
社
権
禰
宜
小
出
英
詞
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
な
お
同
額
の
写
真
が

『

紀

州
玉
津
島
神
社
奉
納
和
歌』

(

鶴
崎
裕
雄
・
佐
貫
新
造
・
神
道
宗
紀
編

玉
津
島
神

社
刊

平
４)

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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